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2020年 2月 4日 

大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号 

加入協会 一般社団法人投資信託協会 

加入協会  一般社団法人日本投資顧問業協会 

確定拠出年金向けファンドの信託報酬率引き下げについて

この度、当社は確定拠出年金（ＤＣ）向けファンド「ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド」の信
託報酬引き下げを実施することをお知らせします。 
確定拠出年金加入者の皆様が、より低コストで長期投資による資産形成を行っていただけるように、今回の引き下げを

実施いたします。 

記 
１．対象ファンド： 

「ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド」（回次：4749） 

２．変更の内容： 
＜信託報酬率＞ 

合計 委託会社 販売会社 受託会社 

変更後 
0.374％ 

（税抜 0.34％） 
0.2068％ 

（同 0.188％） 
0.143％ 

（同 0.13％） 
0.0242％ 

（同 0.022％） 

現行 
0.792％ 

（税抜 0.72％） 
0.407％ 

（同 0.37％） 
0.33％ 

（同 0.30％） 
0.055％ 

（同 0.05％） 

３．変更適用日： 
     2020年 3月 28日 

（信託報酬の引き下げは目論見書改訂に合わせて実施いたします。） 

以上 


